
平成２５年度  第１回  田辺市子ども・子育て会議 会議録 

 

開催日時 平成２５年９月２日 午後７時００分～午後８時３０分 

開催場所 田辺市民総合センター １階 機能訓練室 

内  容 １ 開会 

２ 市長あいさつ 

３ 委員委嘱 

４ 委員の紹介 

５ 議事 

（１）委員長及び副委員長の選出 

（２）諮問「田辺市子ども・子育て支援事業計画の策定について」 

 （３）子ども・子育て支援新制度の概要について 

 （４）ニーズ調査について 

 （５）部会について 

６ その他 

（１） 今後のスケジュール 

７ 閉会 

 

出席委員 北川委員 東委員 竹中委員 小竹委員 丸山委員 中谷委員 輪玉委員  

村上委員 北本委員 谷地委員 湯場委員 泰本委員 赤松委員  

山口委員 堀切委員 

                  計１５名 

 

欠席者 久保委員 岩本委員                    計 ２名 

 

出席職員 保健福祉部 

田中保健福祉部長 松場子育て推進課長 杉若子育て推進課参事 

那須保育係長 平こども家庭係企画員  

教育委員会 

濱田教育次長 木下学校教育課長 林木村指導主事 

報道関係者  １名 

傍聴者  ０名 

事務局 

 

 

 

皆さん今晩は。私、子育て推進課の杉若です。 

 本日は、なにかとお忙しい中、第１回田辺市子ども・子育て会議にご出席

をいただきまして誠にありがとうございます。 

 委員長が決まるまで司会進行をさせていただきますので、よろしくお願
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いします。 

この会議は、国において、昨年８月に「子ども・子育て支援法」が成立し、

地方版子ども・子育て会議の設置が努力義務とされました。これを受けまし

て、本市では、時限立法である次世代育成支援対策推進法に基づく「田辺市

次世代育成支援対策推進協議会」に替わりまして、「田辺市子ども・子育て

会議」を条例設置いたしました。 

これに伴いまして、次世代育成協議会の委員さんに新たな委員さんを加

えまして、田辺市子ども・子育て会議の委員さんとして本日、委嘱させてい

ただくとともに、第 1回目の会議を開催させていただきました。 

  

それでは、開会に当たりまして、真砂市長より一言ごあいさつを申し上げ

ます。 

 

本日は、ご多忙にもかかわらず、第 1回田辺市子ども・子育て会議にご出

席いただき誠にありがとうございます。 

 皆様方には、平素より市政の推進に格別のご支援・ご協力を賜り、この場

をお借りいたしまして、厚くお礼申し上げます。 

 さて、現在、市においては、次代を担う子供の育成と子育て家庭への支援

を進めるために、田辺市次世代育成支援行動計画（後期計画）」を策定し、

さまざまな子育て支援の施策に取り組んでおります。 

 国においては、急速な少子化の進行や待機児童の問題、また、子ども・子

育て支援の質・量がともに不十分といった、さまざまな課題に対応するため

昨年 8 月に子ども・子育て関連 3 法が制定されました。その成立によって

平成 27年度から本格施行するのが、この子ども・子育て支援新制度といわ

れております。 

 そのため、市では、この子育て関連３法の実施に向けての取り組みとし

て、これまで任意の協議会であった次世代育成支援対策推進協議会に替わ

りまして、条例に基づく、この子ども・子育て会議を設置させていただきま

した。 

この協議会での議論を踏まえながら、今後、子ども・子育て支援に関する

施策の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 

 本日、委嘱状を交付させていただきます委員の皆様方には、本市における

子育て支援施策の重点的かつ効果的な推進につきまして、それぞれの分野

で培われた幅広い視点からご意見等を頂戴したいと考えております。ご苦

労をおかけすることもあろうかと存じますが、何とぞご高配のほどよろし

くお願い申し上げます。 
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 市といたしましても、子どもを産み育てたい、そして産んでよかったと

思っていただけるように、「一人ひとりが大切にされ、幸せを実感できる

まちづくり」の実現に向けて、邁進していく所存でございます。  

 委員の皆様方におかれましても、どうぞ一層のご支援、ご協力を賜ります

よう、重ねてお願い申し上げて、開会に当たりましてのご挨拶とさせていた

だきます。 

  

ありがとうございました。 

次に、委員委嘱状の交付をさせていただきます。 

なお、委員の任期は会議条例により、２年間となっており、今回の任期

は、平成 25年 9月 2日から平成 27年 3月 31日となっております。 

委員の皆さんを代表して、北川真也さん、よろしくお願いします。 

他の委員の皆さんには、自席に配付させていただいておりますので、ご了

承願います。 

 

ここで、本日ご出席いただいております委員の皆様をご紹介させていた

だきます。 

 資料２として、委員名簿をご用意しておりますので、それに基づき、ご紹

介申し上げます。 

① 田辺市保育所保護者会連合会の代表 北川 真也さん 

② 田辺市保育所保護者会連合会の代表 東 是伯さん 

③ 保育所を運営する法人の代表 竹中 幸一さん 

④ 田辺市幼稚園 PTA連合会の代表 小竹 敦大さん 

⑤ 私立幼稚園 PTA代表 丸山 健さん 

⑥ 幼稚園を運営する法人の代表 中谷 泰子さん 

⑦ 田辺市 PTA連合会の代表 輪玉 祥代さん 

⑧ 田辺市小中学校校長会の代表 村上 利博さん 

⑨ 学童保育所保護者会の代表 北本 麻衣さん 

⑩ 主任児童委員 久保 福惠さん 

⑪ 民生委員・児童委員 谷地 昇さん 

⑫ 田辺地域労働者福祉協議会事務局 湯場 敦さん 

⑬ 田辺市自治会連絡協議会会計 泰本 啓志さん 

⑭ 田辺子どもクラブ育成協議会会長 赤松 正和さん 

⑮ 田辺市母子保健推進員会会長 山口 キヨ子さん 

⑯ NPO法人南紀こどもステーション理事長 堀切 庸滋さん 

⑰ 保護司会事務局長 岩本 知久さん 
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⑱ 田辺市保健福祉部長 田中 敦さん 

⑲ 田辺市教育次長 濱田 和男さん 

以上、19名の委員さんです。 

次に事務局を紹介させていただきます。 

まず、子育て推進課 松場課長、こども家庭係 平企画員、学校教育課 木

下課長、林指導係長、木村指導主事です。 

なお、皆様には、各種団体の代表として委員をお願いしているところでもあ

りますので、各種団体の役員改選により、委員の変更等があった場合には、

ご連絡いただければその都度対応させていただきますので、よろしくお願

い申し上げます。 

 この場合、真砂市長におかれましては、他の用務のため退席させていただ

きますので、ご了解願います。 

 

 

本日の資料の確認をさせていただきます。 

本日、お配りした資料は、資料７までです。 

 

それでは、会議を進めさせていただきます。 

次に、委員長及副委員長の選出についてです。 

 正副委員長については、会議条例第 3 条の規定に基づきまして、委員の

互選により選出することとなっておりますが、皆様には、田辺市次世代育成

支援対策推進協議会の委員さんから引き続き、お引き受けいただいている

委員さんを中心にお願いしていることもあり、事務局といたしましては、本

会議の委員長、副委員長につきましても、引き続き、堀切委員、山口委員に

お願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 

 よろしければ拍手をもって承認をお願いいたします。 

 

（拍手） 

 

ありがとうございました。堀切委員、委員長席へ、山口委員、副委員長席

の方へお願いいたします。 

 

 只今委員長に選任いただきました、NPO法人南紀子どもステーションの理

事長をしております、堀切と申します。田辺市のファミリーサポートステー

ションの受託、あるいは子育て支援として、保護者の体験等行っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 
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母子保健推進員会の山口です、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 それでは、早速ではございますが、委員長に会議の進行をお任せしたいと

思います。委員長、よろしくお願いいたします。 

 

ただ今から、第 1回子ども・子育て会議を開催したいと思います。 

 会議条例第４条で、子育て会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の

半数以上が出席しなければ、会議を開くことができないとなっておりま

す。 

本日の出席は、半数以上の出席となっておりまして、会議は成立してお

ります。また、この会議は、子ども・子育て会議傍聴規程に基づき、特

別な事情のない限り傍聴を許可することとさせていただきます。合わせ

て、議事録要旨作成・公開のため録音することについてもご了解いただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 それでは、会議次第に従いまして、会議を進めます。 

議事の（2）諮問「田辺市子ども・子育て支援事業計画の策定について」、事

務局より説明をお願いします。 

 

 諮問「田辺市子ども・子育て支援事業計画の策定について」、ご説明させ

ていただきます。 

 資料３の田辺市次世代育成支援行動計画と資料４諮問書（写）、資料５田

辺市子ども・子育て支援事業計画策定にあたって（諮問資料）をご覧くださ

い。 

 まず、資料 3「田辺市次世代育成支援行動計画」の３ページをご覧くださ

い。 

 この計画は、平成 17年 4月より施行された「次世代育成支援対策推進法」

に基づく田辺市の行動計画として、5月に前期計画として策定し、この計画

書は、平成 22年度に後期計画として策定したものです。 

 この計画の策定においても、田辺市次世代育成支援対策推進協議を中心

に策定し、評価・検証したうえで、田辺市が進めていく子育て支援施策の方

向性や目標を総合的に定めて取り組んでまいりました。 

 細かい説明は時間の関係で省略させていただきますが、40 ページをお開

きください。この計画では、「豊かな未来の創造に向け、子供の健やかな成

長をみんなで支える社会の醸成」を基本理念に掲げ、43 ページに基本目標

として、 
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１ 子育て家庭を地域のみんなで応援するまち 

２ 子育てと社会参加が両立したまち 

３ 子育てを楽しむ環境が整ったまち 

４ 子供が健康（健やか）で安全に育つ安心できるまち 

の４つの基本目標を掲げ、46 ページ以降に田辺市が行っている事業約１０

０事業を掲載しております。 

 次世代育成支援対策推進協議会では、この計画の策定から現在まで評価、

検証を継続して行ってまいりました。 

 しかし、次世代育成支援法は、平成 26年度までの時限立法であり、この

計画も平成 26年度までとなっています。 

国は、平成 27年度から始まる予定の子ども・子育て支援法の中で、地域・

家庭の状況に応じた子育て支援を総合的に推進するために、平成 26年度中

に、子ども・子育て支援事業計画を策定し、平成 27年度から 5年間の期間

中に、地域の実情に応じた教育・保育の提供を進めていくことを市町村に義

務付けているところであります。 

そのため、「田辺市子ども・子育て支援事業計画」を策定するに当たり、

子ども・子育て会議において、委員の皆さんにご意見等を聞かしていただき

たく諮問させていただくこととなります。 

  

事務局の説明が終わりました。質疑等はありませんか。 

それでは、田辺市子ども・子育て会議として諮問を受けたということで、

今後進めていきますのでよろしくお願いします。 

 

 次に、（3）子ども・子育て支援新制度について、事務局より説明をお願い

します。 

 

～～（資料４により事務局説明）～～ 

 

事務局の説明が終わりました。質疑等はありませんか。 

 

待機児童の話がありましたが、待機児童というのは、幼稚園・保育所に入り

たいが入れないということですよね、家で養育できる場合は、待機児童にな

らないのですよね。 

 

申込みいただきまして、定員一杯で受け入れが不可能ということ、もしく

は人的な問題で受け入れができないというような状況となった場合です。 
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田辺では０歳児ということになります。０歳児の方は保育所への入所申

請は６ケ月を経過した後ということで、働きに行きたいということになれ

ば順次ということになり、その時点で保育所のほうで受け入れが可能であ

れば、入所いただけるわけですが、各園とも０歳児の枠については非常に限

られていますので、その場は、他の施設をご紹介するなどするわけですが、 

入所できないとなれば、待機児童ということになります。家で保育できると

いうことで、入所取り下げというケースになれば、それは、待機児童という

ことには考えておりません。 

 

今のご説明で、０歳児から２歳児には施設が足らないというような説明で

あったのですが、実際田辺市では、待機児童はどういう状況でしょうか。 

 

田辺市におきましては、０歳児については、夏ぐらいから待機児童が発生

する場合がございます。 

 もちろんその年の保護者の意向、受け入れする保育所の保育士の人員な

どの問題等ございます。 

 その年の状況により動向は違ってきますので、ここ２年は待機児童が発

生しております。今年ももう少ししたら０歳児の待機児童が発生するかも

しれませんが、現時点では発生はしておりません。 

 

 皆さん方、ご質問ございませんか。 

 それでは次に、（4）ニーズ調査について、説明をお願いします。 

 

～～《（資料７事務局説明）》～～ 

 

 

事務局の説明が終わりました。質疑等はありませんか。 

内容について、事務局の説明にもありましたが、他にございましたら、後

日、事務局までよろしくお願いいたします。 

 

～～質疑なし～～ 

次に、議題の５番目、部会について、説明をお願いします。 

 

～～《（事務局説明）》～～ 

 

事務局の説明が終わりました。質疑等はありませんか。 
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～～質疑なし～～ 

それでは、田辺市子ども・子育て会議に「教育・保育の「量の見込み」」

検討部会をおくことでよろしいでしょうか。 

 

それでは、そのように決まりました。 

委員さんについてですが、会議条例第 5 条で、委員長が指名する委員及

び特別委員で組織する。となっていますので、私の方から指名させていただ

きます。 

保育所保護者会連合会の北川さん、東さん。保育所を運営する法人の代表

の竹中さん。幼稚園から小竹さん、丸山さん、幼稚園を運営する法人の代表

の中谷さん。保健福祉部長、田中さん、教育次長の濱田さんにお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

 

次にその他です。（１）今後のスケジュールについてです。説明をお願い

します。 

 

～～《（事務局説明）》～～ 

 

事務局の説明が終わりました。質疑等はありませんか。 

 

～～質疑なし～～ 

 

 

以上で、本日の会議の議事は終了いたしました。 

委員の皆さんの方から何かご意見等はありませんか。 

 

それでは、本日の会議は以上で閉会といたします。 

長時間にわたりご苦労様でした。 

 


